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九 重 町 民 憲 章 

わたしたちは、九重町民であることに誇りをもち郷土を愛し、町

の発展とお互いのしあわせを築くためこの憲章を定めます。

（1983 年制定） 

１、誇れる歴史と文化を伸ばし育てよう。 

１、恵まれた自然を愛し守り続けよう。 

１、あたたかい心でふれあいを大切にしよう。 

１、豊かな資源を生かし伸びゆく町にしよう。 

１、健康で住みたくなる町にしよう。 

 九重町第５次総合計画（２０２２～２０３１年度） 

九 重 町 教 育 大 綱 
        （２０２３～２０２５年度） 

２０２５年度 九重町教育施策重点方針 

九 重 町 教 育 施 策 重 点 方 針 

        （２０２５年度） 

教育行政の体系 
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◇は じ め に     

人口減少､少子高齢化の進行、ICT やグローバル化の進展、ライフスタイルの多様化など

により、私たちの生活様式や価値観が大きく変わり、これまでの知識や経験だけでは乗り越

えることのできない難しい時代になっています。 

教育に関しても、劇的に変化する社会に対応し得る力、多様な他者と関わりながら自ら取

捨選択し、主体的に考えて行動できる生きる力を育むことが一層重要となっています。 

このような状況の中、子どもたちが生き生きと学び育つことができ、あらゆる世代が生涯

にわたって主体的に学び続けることができるよう、教育環境の整備に努めていく必要があり

ます。 

九重町教育委員会は、このような状況を踏まえて、国の教育振興基本計画や九重町第５次

総合計画、九重町教育大綱の考え方を受け、令和７年度教育施策重点方針を定めました。 

 

今年度の重点方針 

１ 学校教育 

（１）子どもの力と意欲を伸ばす学校教育の育成 

○「知識及び技能」「思考力･判断力･表現力」「学びに向かう力、人間性等」の資質・能 

力のバランスのとれた子どもを育成する。 

〇「ここのえ学園」の取組の一層の充実を図る。 

  〇すべての学校で「協調学習」に基づいた授業実践や授業公開を通して授業改善に努め

る。 

  〇各種学力調査における課題を克服し、基礎・基本の確実な定着と活用力のさらなる向   

上に向けた取組を推進する。 

  〇体力・運動能力等の調査結果によって明らかになった課題を克服する。（小学校体育

専科教員の活用） 

  〇支援を必要とする子どもたちへの支援体制を強化し、「個別の指導計画」「個別の教育

支援計画」の作成と活用を推進する。 

  〇ICT を活用した授業の充実を図り、学校間交流やオンライン授業の実施に向けた環境

整備に取り組む。 

  〇GIGA スクール構想をもとに、ICT 支援員を配置し、授業の充実や教職員の資質の向

上に努める。  

（２）グローバル社会を生きるために必要な「総合力」の育成 

  〇「グローバルチャレンジプラン」として、小・中学生を対象とした「イングリッシュ・

デイ・キャンプ」や「英語検定試験受検促進事業」に取り組む。 

  〇ここのえ緑陽中学校と姉妹校提携を結んだ高雄市立大灣国民中学校と鳳山国民中学

校との交流を行う。   
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（３）誰一人取り残されない安全・安心な教育環境の確保 

  〇人間関係づくりプログラムを活用し、自己と他者を大切にする心を育む。 

  〇九重町教育支援センター「ほっとスペース」に教育指導員、ＳＣ・ＳＳＷを配置し、 

いじめ・不登校対策を強化する。 

  〇防災教育や、引き渡し訓練に取り組み、防災・防犯体制の充実に努める。 

  〇子どもの歯と口の健康を守るため、「食育・歯磨き・フッ化物洗口」を全小・中学校

で推進する。 

  〇安全・安心な学校給食の提供と給食内容の充実や食材の地産地消を進める。（ミヤち

ゃんデー・おおいた和牛の日） 

  〇学校給食を生きた教材として活用し、栄養教諭等による食育の指導を進め、食べ残し

削減の取組を行い、環境に配慮した学校給食の提供に努める。 

  〇野上小学校長寿命化改良工事の設計業務を完了させる。   

   

（４）信頼される学校づくりの推進 

〇「ここのえ学園基本計画」に基づき、こども園、小学校、中学校、地区公民館が連携

を深め、「コミュニティ･スクール（学校運営協議会）」の取組を充実させていく。 

〇児童生徒数や学級数の減少による学校の小規模化が進行する中でも第５次総合計画

の「地域に学び、ひとを育て、未来が輝くまちづくり」を実現できるように小学校の

在り方検討委員会を設置し、検討する。 

〇特色ある学校づくりの一つとしての「親子山村留学モデル事業」の充実、拡充を図る。 

〇教職員の健康維持と教育の充実を目指した「教職員の働き方改革」を推進する。 

〇令和 8 年度完全移行をめざして、中学校の休日部活動の地域移行を推進する。 

 

２ 社会教育 

（１）社会教育の推進 

  〇社会教育主事をはじめ関係職員の養成に努め、公民館には引き続き公民館主事を配置

し、各地区の「地区協議会」との協働に努める。 

  〇令和 6 年度に策定した「九重町社会教育計画」の基本目標である「多様化・複雑化す

る社会の中でのウェルビーイング（well-being）な社会教育の実現」に向けて各事業

を推進する。※ウェルビーイングとは心身の健康、社会的なつながり、人生の目的や

充実感によって支えられる生活の質の向上を意味する。 

（２）社会教育機能施設の充実 

  〇地区公民館が地域づくりの拠点施設として、安全・安心で住民が集いやすい場となる

よう施設の維持管理を含め、利用環境の改善に努める。 

（３）人材育成の推進 

  〇若者の社会教育活動に対する理解と参画を目指し「ここのえ夢高校」の活動支援に取

り組み、まちづくりに参画する活躍の場を創出する。 
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  〇「九重ふるさと自然学校」と提携した人材育成事業の「ふるさと探検クラブ」を実施

し、ここのえ学園と自然学校の取組の連携を一層深めていく。 

  〇放課後子ども（チャレンジ）教室、子ども料理教室の運営や放課後児童クラブ、子ど

も食堂事業との協働を通じて、児童・生徒や地域住民が一体となった多様な学習を提

供する。 

  〇地域コミュニティの維持を図るフリーペーパー「BASARE」の新たな価値を見出す

ため、今後の在り方を含め内容の見直しを図る。   

（４）国際交流の推進 

  〇国際交流活動への積極的な支援や機会を提供することで、外国の人々との交流促進を

図る。（APU を中心とした連携ホームステイ事業・子どもたちと地域の国際交流・日

本語教室） 

  〇町内出身高校生に対して「まちの担い手応援事業補助金」を活用した海外ホームステ

イ派遣事業を推進する。（モンゴルとの交流の推進） 

   

３ 人権教育・部落問題学習の推進 

（１）学校教育における人権教育の充実 

〇「部落差別解消推進指導員」を引き続き配置し、部落差別解消のために学校教育、社

会教育が連携した取組を推進する。 

〇部落差別の解消に関する教育実践計画をもとに、人権教育・部落問題学習の推進を図

る。また、指導内容の充実のために教職員研修を実施する。 

（２）あらゆる場における人権教育の推進  

  〇「人権施策基本計画」に基づき、引き続きその推進に努める。 

  〇人権問題に関する正しい理解と認識を深め、人権意識の高揚を図れるよう、「なるほ

ど“ザ”人権講座」等の実施を通して、隣保館、学校を始めとする教育関係機関・団体

との連携を進める。 

〇公民館を中心とした学習機会の提供や参加者が能動的に学習できるような研修の実

施に努める。 

〇学校教育・社会教育において、メディアからもたらされるさまざまな情報を、主体的 

かつ批判的に受け止め読みこなす能力（メディアリテラシー）の育成に努める。 

 

４ 文化・芸術、スポーツ 

（１）文化事業の充実 

〇文化を楽しみ、体験できるよう、自主事業をはじめとした事業展開を行い、参加者同

士の交流が深まり合うような事業を促進し、日常的に文化を実感できるまちづくりを

推進する。 

〇九重文化センター、図書館、歴史資料館を町民の身近な施設として、さらに自由な文
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化活動の拠点となるよう環境づくりに努める。 

 

（２）文化財の保存・継承 

  〇貴重な文化財を保存し、次代に継承するため、文化財を広めその保護と顕彰に努める。 

また、地域の伝統的なお祭り等についての現状把握に努める。 

  〇九重町の文化財等を活用した学習会や研修会のため、九重町歴史資料館の活用促進や 

文化財調査員による出前型（アウトリーチ型）の学習・研修活動を行う。 

  〇子どもたちの地域における郷土芸能や地域行事等への参加・参画について、ここのえ 

学園が進める地域と共にある学校づくりの視点からも学校教育活動との連携を図る。 

 

（３）生涯スポーツの推進 

〇「総合型地域スポーツクラブ」は、多種目のスポーツに多世代の町民が参加できる活 

動を実施し、その活動の支援に努め推進を図る。 

  〇中学校の休日部活動について、生徒のニーズの把握と指導者の確保に努めながら、将 

来にわたって多様なスポーツ・文化に触れる機会となるよう制度設計に努める。 

〇「九重町長杯九州選抜高校駅伝競走大会」については、成果と課題を明らかにしなが

ら持続可能な大会になるよう実行委員会をはじめ地域関係者等と協議を継続する。 

 

 

 


